
 

船舶事故調査報告書 
 

 

   船種船名 コンテナ船 ONE APUS 

   船舶番号 １４３４２６（ＩＭＯ番号 ９８０６０７９） 

   総トン数 １４６,６９４トン 

 

   事故種類 コンテナ積付台等損傷 

   発生日時 令和２年１１月３０日 ２３時２２分（船内時間）ごろ 

（１回目の大きな横揺れ）～ 

        令和２年１２月１日 ００時５９分（船内時間）ごろ 

（２回目の大きな横揺れ） 

   発生場所 アメリカ合衆国ハワイ諸島西北西方沖 

ハワイ諸島ニイハウ島 Lehua Island 灯台から真方位２９５° 

１,５８５海里付近～１,５６５海里付近 

         （概位 北緯３３°１４.７′ 東経１７２°３１.８′）～ 

         （概位 北緯３３°０４.９′ 東経１７２°５１.５′） 

 

 

                         令和６年２月７日 

                  運輸安全委員会（海事部会）議決 

                   委 員 長  武 田 展 雄 

                   委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                   委   員  上 野 道 雄 

                   委   員  早 田 久 子 

                   委   員  岡 本 満喜子 

                  

 

要 旨 

 

＜概要＞ 

 コンテナ船ONE
ワ ン

 APUS
ア パ ス

（本船）は、船長ほか２３人が乗り組み、アメリカ合衆国ハ

ワイ諸島ニイハウ島西北西方沖を東南東進中、令和２年１１月３０日２３時２２分ご

ろ～１２月１日００時５９分ごろ（船内時間）、横揺れにより荷崩れが生じ、コンテ

ナ（１,８４１個）が海中に落下し、その後、目的地を変更して阪神港に緊急入港した。 



 

 本船は、コンテナ積付台の破孔等を生じ、残存していたコンテナのうち９８３個が

損傷したが、死傷者はいなかった。 

 

＜原因＞ 

 本事故は、夜間、本船が、ハワイ諸島ニイハウ島西北西方沖を東南東進中、北西及

び北北西方向から約５～６ｍのうねりを左舷船尾方に受ける状況下、船長が、横揺れ

を軽減しようとして針路約１４０°で航行したため、同うねりの方向が‘本船の正船

尾から左舷３０°～６０°に波を受ける危険範囲’に近い状態となり、横傾斜角が 

２０°以上生じ、１回目の荷崩れが発生したものと考えられる。 

 その後、本船は、船長が、横揺れが更に激しくなるのを感じて、針路を約１２０°

に変針して航行を続けたため、うねりの方向が‘本船の正船尾から左舷３０°～  

６０°に波を受ける危険範囲’に入ることとなり、横傾斜角が２５°以上生じ、２回

目の荷崩れが発生したものと考えられる。 

 本船は、荷崩れが発生したことにより、積載していたコンテナが倒壊するなどして 

コンテナ積付台等の甲板上構造物が損傷し、本事故に至ったものと考えられる。 

 船長が、針路を約１４０°とし、うねりの方向が‘本船の正船尾から左舷３０°～

６０°に波を受ける危険範囲’に近い状態となったのは、夜間で海象状態を適切に把

握できなかったことによるものと考えられる。 

 船長が、針路を約１２０°とし、うねりの方向が‘本船の正船尾から左舷３０°～

６０°に波を受ける危険範囲’に入ったのは、本船の横傾斜角が約５°程度に収まり、

このままの針路及び速力を保持して航行すれば、安全に航行できると判断したことに

よるものと考えられる。  

 本船は、横揺れが始まった１１月３０日２１時４０分ごろから針路を大きく変えた

１２月１日００時５９分ごろまでの間、パラメトリック横揺れが発生しやすい状況で

航行していたものと考えられる。 
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１ 船舶事故調査の経過 
 

１.１ 船舶事故の概要 

 コンテナ船ONE
ワ ン

 APUS
ア パ ス

は、船長ほか２３人が乗り組み、アメリカ合衆国ハワイ諸島

ニイハウ島西北西方沖を東南東進中、令和２年１１月３０日２３時２２分ごろ～１２

月１日００時５９分ごろ（船内時間）、横揺れにより荷崩れが生じ、コンテナ  

（１,８４１個）が海中に落下し、その後、目的地を変更して阪神港に緊急入港した。 

 ONE APUS は、コンテナ積付台の破孔等を生じ、残存していたコンテナのうち  

９８３個が損傷したが、死傷者はいなかった。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 

  運輸安全委員会は、令和２年１２月７日、本事故の調査を担当する主管調査官

（横浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

なお、後日、主管調査官を船舶事故調査官に交代した。 

 

 1.2.2 調査の実施時期 

令和２年１２月１０日 現場調査 

令和２年１２月２４日、令和３年２月９日 現場調査及び口述聴取 

令和２年１２月１６日、２３日、令和３年１月７日、２８日、２月９日、８月 

１３日、９月１日、１２月８日、２４日、令和４年１月３１日、２月１５日、４月

１１日、５月６日、６月１４日、２２日、令和５年５月９日、７月７日、２８日、

９月２８ 回答書受領 

令和３年１１月１２日、２５日、令和４年３月４日、１０月２７日、令和５年１

月１３日、２６日、２月６日、１７日、３月１６日 口述聴取 

 

 1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 

1.2.4 調査の委託 

本事故の調査に当たり、国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所海上技

術安全研究所に対し、船体運動の解析調査を委託した。 
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２ 事実情報 
 

２.１ 事故の経過 

 2.1.1 航海情報記録装置の情報記録による運航の経過 

ONE APUS（以下「本船」という。）の航海情報記録装置 （以下「ＶＤＲ」とい

う。）の記録によれば、令和２年１１月３０日２３時００分ごろ～１２月１日０１

時３０分ごろ（船内時間、以下、特段の記述がある場合を除き同じ。）の間におけ

る本船の運航の経過は、表１のとおりであった。 

なお、船内時間は、協定世界時より１２時間進んでいる。また、船位は船橋上方

に設置されたＧＰＳアンテナの位置であり、対地針路及び船首方位は真方位（以下

同じ。）、速力はノット（kn）（対地速力 、以下同じ。）をそれぞれ示す。 

 

表１ ＶＤＲの記録（抜粋） 

時 刻 

(時:分:秒) 

船 位 対地針路 

（°） 

船首方位 

（°） 

対地速力 

(kn)  北緯 
（°－′ －″） 

東経 
（°－′ －″） 

23:00:00 33-18-04.4 172-27-22.5 130.7 129 14.2 

23:05:00 33-17-19.0 172-28-25.6 133.2 129 13.9 

23:10:00 33-16-35.1 172-29-27.8 125.9 127 13.6 

23:12:00 33-16-17.8 172-29-52.4 131.2 128 13.5 

23:14:00 33-16-00.2 172-30-16.9 136.1 129 13.1 

23:15:00 33-15-51.6 172-30-28.7 120.6 130 13.1 

23:16:00 33-15-42.9 172-30-40.5 143.7 130 13.3 

23:18:00 33-15-25.7 172-31-04.7 140.4 129 13.3 

23:20:00 33-15-06.6 172-31-26.5 143.9 142 13.5 

23:21:00 33-14-56.2 172-31-36.7 138.9 139 13.9 

23:22:00 33-14-45.3 172-31-46.0 136.9 141 13.3 

23:23:00 33-14-34.9 172-31-56.5 148.9 136 13.9 

23:24:00 33-14-25.3 172-32-07.5 126.5 127 13.3 

23:25:00 33-14-17.6 172-32-20.0 123.3 118 13.0 

23:27:00 33-14-04.1 172-32-46.7 121.0 121 13.2 

 

  「航海情報記録装置（ＶＤＲ: Voyage Data Recorder）」とは、船位、針路、速力、レーダー情報

などの航海に関するデータのほか、ＶＨＦ無線電話の交信や船橋内の音声等を記録することができ

る装置をいう。 

 「対地速力」とは、船上で計測される陸地に対する船舶の速度をいい、水面に対する船舶の速力

は「対水速力」という。 



- 3 - 

23:29:00 33-13-50.4 172-33-14.1 117.2 120 13.1 

23:30:00 33-13-43.4 172-33-27.5 124.4 120 13.7 

23:31:00 33-13-36.5 172-33-41.2 119.9 119 14.1 

23:35:00 33-13-10.1 172-34-36.0 121.8 122 13.4 

23:40:00 33-12-35.5 172-35-45.0 121.8 119 13.4 

23:50:00 33-11-27.1 172-38-02.5 118.0 118 13.6 

00:00:00 33-10-25.3 172-40-07.6 124.3 115 11.3 

00:10:00 33-09-30.9 172-42-04.5 122.5 121 11.8 

00:20:00 33-08-33.3 172-44-01.1 120.1 118 11.4 

00:30:00 33-07-38.8 172-45-57.5 120.6 115 11.6 

00:40:20 33-06-40.6 172-47-56.1 120.5 118 11.5 

00:45:00 33-06-14.8 172-48-51.0 123.3 120 11.3 

00:50:00 33-05-44.9 172-49-49.0 119.2 118 11.3 

00:55:00 33-05-15.7 172-50-46.7 119.7 120 11.3 

00:56:00 33-05-09.8 172-50-58.3 123.9 121 11.3 

00:57:00 33-05-03.9 172-51-09.7 116.9 119 11.7 

00:58:00 33-04-57.7 172-51-21.6 126.7 116 12.4 

00:58:30 33-04-55.3 172-51-27.7 136.0 116 12.1 

00:59:00 33-04-52.6 172-51-33.7 146.7 114 13.5 

00:59:30 33-04-50.1 172-51-39.9 098.4 115 11.5 

01:00:00 33-04-47.2 172-51-45.6 128.1 118 11.4 

01:01:00 33-04-41.5 172-51-56.9 122.4 129 10.9 

01:02:00 33-04-34.0 172-52-06.7 127.3 142 11.5 

01:03:00 33-04-24.6 172-52-14.7 141.1 155 11.7 

01:04:00 33-04-14.2 172-52-19.8 159.1 167 11.4 

01:05:00 33-04-02.8 172-52-22.5 172.8 179 11.6 

01:10:00 33-03-00.0 172-52-21.7 179.7 183 13.4 

01:20:00 33-00-39.8 172-52-22.1 180.7 185 14.6 

 

2.1.2 航海情報記録装置の情報記録 

  (1)  船橋内の音声等 

本船のＶＤＲの情報記録によれば、１１月３０日２２時４６分ごろ～１２

月１日０１時０４分ごろの間における本船の船橋内及び船橋ウイングに設置

されたマイクにより記録された主な音声等の情報は、表２のとおりであった。 
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また、横揺れ（ローリング） により船橋内の設置物等が移動する際の衝撃音

が、断続的に計３回記録されており、それぞれ２３時１４分４７秒ごろ～１５分

２５秒ごろ（表２①）、２３時２１分４８秒ごろ～２２分２０秒ごろ（表２②）、

１２月１日００時５８分１２秒ごろ～５９分１５秒ごろであった（表２③）。 

 

表２ 音声等の情報（抜粋） 

  

 

  「横揺れ（ローリング）」とは、船体の重心を通る水平な船首尾線方向軸回りの回転運動をいう

（船体の各軸回りの回転運動は、他に船体の重心を通る横軸周りの回転運動を「縦揺れ（ピッチン

グ）」、上下の軸回りの回転運動を「船首揺れ（ヨーイング）」という。）(2.5.3 表６参照) 

時 刻 

(時:分:秒) 
主な音声等 （仮訳） 

22:46:45  本船の船長（以下「船長」という）：129. （現針路１４０°から１２９°に戻す） 

23:14:47 ＜ガー（椅子か何かが動く音）＞①  

23:15:01 ＜ギーガシャン、ガシャン、ガシャン

（椅子か何かが動いてぶつかる音）＞① 

 

23:15:10 ＜ドーーン（コンテナか何かが倒れるよ

うな音）＞ 

 

23:15:12 三等航海士（以下「航海士Ｃ」という）：

Oh.  
（オー） 

23:15:16 甲板手（以下「甲板手Ａ」という）：Hand 
steering moment sir. 

（手動操舵に就きました） 

23:15:20～

25 

＜ガシャン、ガシャン、ガシャン（何か

が動いてぶつかる音）＞① 

 

23:16:16 甲板手Ａ：Hand steering sir. 130.  （手動操舵。針路１３０°） 

23:17:15 船長：140. 、甲板手Ａ：140.  （針路１４０°）、（針路１４０°） 

23:19:25 甲板手Ａ：Steady 140 sir. 船長：OK.  （１４０°定針しました）、(了解) 

23:21:48 ＜ギー（椅子か何かが動く音）＞②  

23:21:55 船長：120. 甲板手Ａ：120.  （針路１２０°）、（針路１２０°） 

23:22:05～20 ＜ギー（何かが動く音）＞②  

23:23:05 甲板手Ａ：Heading 120 sir.  （針路１２０°です） 

23:39:40 甲板手（以下「甲板手Ｂ」という。）：One 
lower container. Right was high and seaside 
was very high. 

（コンテナ１列目が低いです、海側

の（船橋から船尾方を見て右）左舷

側は高かったはずが） 

23:39:55 一等航海士（以下「航海士Ａ」とい

う。）：You see.  
（見えたのか） 

23:40:00 甲板手Ｂ：That is 42.  （４２区画です） 

23:47:59 航海士Ｃ：How much speed sir.  （速力はいくらにしますか） 

23:48:03 船長：Speed 40,42.  （４０～４２回転にしなさい） 

00:35:26 二等航海士（以下「航海士Ｂ」とい

う。）：MORNING MIDAS＊. This is ONE 
APUS. How do you read me? Over.  

（MORNING MIDAS＊ 。 こ ち ら は

ONE APUS、聞こえますか。どうぞ） 
＊付近を航行していた貨物船 

00:35:40 MORNING MIDAS：Yes. This is MORNING 
MIDAS. 
航海士Ｂ：Channel 13.  

（ は い 。 こ ち ら は MORNING 
MIDAS） 

（チャンネル１３） 
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  (2)  主機の操作に関する記録 

本船のＶＤＲの記録によれば、１１月３０日２２時００分ごろ～１２月１

日０１時４０分ごろの間における本船の主機遠隔操縦装置の操作の状況は、

表３のとおりであった。なお、主機の回転数毎分は rpm（以下同じ。）とする。 

 

表３ 主機遠隔操縦装置の操作状況 

時 刻 主機遠隔操縦装置の操作 

１１月３０日 

２２時００分ごろ～２３時４７分ごろ 

 
航海全速力前進（５０rpm） 

１１月３０日 ２３時４７分ごろ～ 

１２月１日 ０１時１０分ごろ 

 
全速力前進（４０～４９rpm） 

０１時１０分ごろ～０１時４０分ごろ 航海全速力前進（５０～５５rpm） 

00:36:00 航 海 士 Ｂ ：We have safety navigation 
information. We have lost some containers at 
sea around 1 hour ago. Our coastal course 129 
degree. Please keep sharp look out.  

（安全航行情報です、１時間前にコ

ンテナが海中に転落しました。沿岸

航行中の針路１２９°です。厳重な

見張りを継続してください） 

00:36:20 MORNING MIDAS：OK. Understood. Can 
you give me approximate position?  

（了解。概位を教えてください） 

00:36:36 航海士Ｂ：Approximate position latitude 
33°13.8'N longitude 172°32.9'E.） 

（概位は、北緯３３度１３.８分、東

経１７２度３２.９分） 

 

00:36:48 MORNING MIDAS：OK. Understood. Thank 
you very much for information.  

（了解、情報提供、感謝する） 

00:36:52 航海士Ｂ：Thank you very much. Back to 
channel 16.  

（ありがとう、チャンネル１６に戻

します） 

00:58:12 ＜ガタガタガタ（何かが当たる音）＞③  

00:58:15 船長：150. 甲板手Ｂ：150.  （針路１５０°）、（針路１５０°） 

00:58:30～

00:59:15 

＜ガタガタガタ（何かが動いて当たる

音）＞③ 乗組員：Oh、Ah 
（大きな崩れる音） 

00:59:17 船長：180. 甲板手Ｂ：180.  （針路１８０°）、（針路１８０°） 

01:01:18 航海士Ｂ：Captain, I will make sounds alarm. 
船長：Yes.  

（船長、他船に警報通信します）、

（了解） 

01:02:07 航海士Ｂ：Pan-Pan. Pan-Pan. Pan-Pan. This 
is motor vessel One Apus container ship. 
Attention ship all ships in the vicinity. 
13:02UTC. At approximate position latitude 
33°04.5'N longitude 172°52.1'E. We have lost 
more containers at sea. Repeat. We have lost 
more containers at sea. Please keep sharp look 
out.  

（パン-パン。パン-パン。パン-パ

ン 、 こ ちら は 、 コ ン テ ナ船 ONE 

APUS、付近の全船舶は注意してくだ

さい。世界時１３時０２分ごろ、概

位は、北緯３３度０４.５分、東経１

７２度５２.１分。本船は多数のコン

テナが海中に落下しました。繰り返

します。本船は多数のコンテナが海

中に落下しました。厳重な見張りを

継続してください） 

01:04:46 船長：Go to cargo control room and adjust 
ballast.（航海士Ａへの指示） 

（荷役管理室でバラスト調整をしな

さい） 
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2.1.3 乗組員の口述等による事故の経過 

船長及び航海士Ａの口述並びに航海士Ｂ及び航海士Ｃの回答書によれば、次のと

おりであった。 

(1)  塩 田
イェンティエン

港（１１月１７日）～事故前日（１１月２９日）の状況 

本船は、船長（インド共和国籍）及び航海士Ａ（ルーマニア籍）ほか２２

人（ルーマニア籍２人、ミャンマー連邦共和国籍２人、ベトナム社会主義共

和国籍１人、フィリピン共和国籍１７人）が乗り組み、１１月１７日に中華

人民共和国塩田港に入港し、コンテナの積載を開始した。 

船長は、１８日、ウェザー・ルーティング サービス（ＷＲＳ）提供会社

（以下「Ｗ社」という。）から、次の目的地である‘アメリカ合衆国ロング 

ビーチ港へ向かう航海計画’（塩田港を出港後、日本列島南沿岸沖を経由して

千葉県南房総市野島埼沖から大圏航路 でロングビーチ港に向かう計画経路）

を電子メールで受け取った。 

船長は、Ｗ社に返信したのち、１９日に修正された航海計画（以下、「本件

航海計画」という。）をＷ社から受け取った。 

本件航海計画の情報によると、１１月２６日１２時００分（協定世界時）

ごろに北太平洋の計画経路上で、‘アリューシャン列島の南方に高気圧及び低

気圧で挟まれる波高が約９ｍ以上となる海域’（以下「本件高波海域」とい

う。）が発生することが予測されるが、本船は、３０日に本件高波海域を通過

する計画とされていた。 

船長は、本件高波海域を懸念したものの、本船が本件高波海域付近を通過

する頃には、波が５ｍ程度になるだろうと予測し、本件航海計画を採用する

こととした。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「ウェザー・ルーティング」とは、航海中に遭遇する気象・海象を予測し、船舶の状態や性能、

到着時間などを考慮した上で、安全性、燃料消費量及び最短航海時間などの項目を評価基準により

評価して、最適な航路を設定することをいう。 

  地球上の２地点間を結ぶ最短距離は、その２地点と地球中心を含む断面と地球表面とが交わる線

になる。これを大圏といい、それに沿った交通路を「大圏航路」という。 
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図１ 本件航海計画（１１月１９日受信） 

 

     本船は、コンテナ７,０１６個（１３,１７５ＴＥＵ ）を積載し、１１月 

１９日１７時５４分ごろ（中国標準時）ロングビーチ港に向けて塩田港を出

港した。 

     船長は、２５日、日本列島南沿岸沖を航行中、天気図により気象情報を把

握し、現在の本件航海計画では本件高波海域に接近して危険であることをＷ

社に通知した上で、本件航海計画を変更することを要望し、１１月２６日 

０６時３０分ごろ、Ｗ社から本件航海計画（変更１）（以下「変更１計画」と

いう。）を電子メールで受け取った。（図２参照）  

 

  「ＴＥＵ：Twenty feet Equivalent Unit」とは、２０フィートコンテナ１個を単位としたコンテ

ナ数量をいう。 

本件高波海域 

船位（２０日１２時） 船位（２４日１２時） 

船位（２２日１２時） 

船位（２６日１２時） 

※時刻は、協定世界時（UTC） 

計画経路 
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図２ 変更１計画（１１月２６日受信） 

 

本船は、変更１計画に沿って、針路を約０９０°に変更し、さらに、２６

日１３時００分ごろ、針路を約０９９°に変更した。 

船長は、Ｗ社に対して針路約０９９°への変更を報告するとともに航海計

画の変更を要望し、２８日１８時５０分ごろ、Ｗ社から針路約０９９°を保

持して航行して本件高波海域を避けた後に大圏航路で目的地に向かう本件航

海計画（変更２）（以下「変更２計画」という。）を電子メールで受け取った。

（図３参照）  

船位（２６日００時） 

計画経路 

船位（２７日００時） 

船位（２８日００時） 

※時刻は、協定世界時（UTC） 

本件高波海域 

船位（２９日００時） 
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図３ 変更２計画（１１月２８日受信） 

 

 船長は、２９日、波浪図等で当初の予想よりも本件高波海域が拡大する状

況を確認し、北西方向からの約５～６ｍのうねりを船尾方に受けることを懸

念し、再度Ｗ社に航海計画の変更を要望した。 

(2)  事故当日（１１月３０日）以降の航行状況 

船長は、３０日１２時１３分ごろ、Ｗ社から変更した本件航海計画（変更

３）（以下「変更３計画」という。）を電子メールで受け取った。 

変更３計画によれば、速力を約１４.５kn に増速した上で針路をより南方に

変更し、本件高波海域の南方地点である北緯３２度２０分、東経１７４度 

００分に向かう計画になっており、また、注意事項として、同地点までは大

きいうねりが本船の船尾方から来ることが予想されるので、状況に応じて横

揺れを軽減するように針路及び速力を調整する旨の記載があった。（図４参照） 

本件高波海域 

計画経路 船位（２９日１２時） 

船位（３０日００時） 船位（１２月３日００時） 

※時刻は、協定世界時（UTC） 

船位（３０日１２時） 
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   図４ 変更３計画（１１月３０日受信） 

 

船長は、変更３計画に従い、１２時２０分ごろ、速力を約１４.５kn に増速

し、１５時３０分ごろ、本船の針路を約０９９°から約１２９°とした。 

   （図５参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ ＥＣＤＩＳで表示した変更３計画の予定進路 

 

本船は、２１時４０分ごろ、うねりを正船尾方～左舷船尾方に受けて横揺れ

が始まった。航海士Ｃは、２１時５０分ごろ、横揺れを軽減しようと針路を約

１４０°とした。 

船長は、２２時００分ごろ、状況を確認する目的で昇橋し、自ら操船指揮を

とり、航海士Ｃを操船補佐に、甲板手Ａを操舵にそれぞれ配置した。 

船長は、２２時４７分ごろ針路を約１４０°としたことにより本船の位置が

０８９° 

大圏航路 

本件高波海域 

船位（３０日１２時） 

船位（１日００時） 

船位（１日１２時） 

船位（２日００時） 

計画経路 

※時刻は、協定世界時（UTC） 



- 11 - 

変更３計画の予定進路線よりも南西方約３海里（Ｍ）に離れたので、一旦、本

船の針路を約１４０°から予定針路である１２９°に戻し、本船の横揺れの状

況をうかがっていたところ、２３時１５分ごろ、船尾方からの波高約６ｍのう

ねりにより、本船の横傾斜角が５°以上となり、その後、１０°以上と横揺れ

が激しくなるのを感じた。 

船長は、２３時１７分ごろ、横揺れが再び激しくなったので、本船の針路を

どの向きにすれば横揺れが安定するかを判断する目的で針路１４０°とする

こととし、甲板手Ａに自動操舵から手動操舵に切り換えて針路１４０°とす

るよう指示した。 

船長は、２３時２２分ごろ、本船の横傾斜角が約２０°となり横揺れが更に

激しくなるのを感じ、甲板手Ａに針路１２０°とするよう指示した。 

船長は、２３時４０分ごろ、積載しているコンテナの状態を確認しようと居

住区上部に設置された照明灯を点灯したところ、左舷側中央部の４２区画

（bay No.42）上部に積載したコンテナの一部が倒壊している状態を視認した。 

船長は、２３時４８分ごろ、速力約１１.０kn に減速したところ、本船の横

傾斜角が約５°となってきた。船長は、船尾方からのうねりが夜間で暗くて見

えず、その方向は正確には把握できなかったものの、このままの針路及び速力

を保持して航行すれば、安全に航行できると判断し、同じ針路及び速力で航行

を続けた。 

本船は、１２月１日００時５８分ごろ、約１２０°の針路及び約１１.７kn

の速力で航行中、突然、横揺れが大きくなって横傾斜角が約２５°～２７°と

なった。船長は、００時５９分ごろ、甲板上でコンテナが倒壊し、コンテナの

一部が海中に落下したことを認めた。 

船長は、コンテナの落下を認めた直後に、甲板手Ｂに対し、針路を１５０°

とするよう指示し、続いて１８０°に変針するよう指示した。航海士Ａにバラ

スト調整の指示を行い、アメリカ合衆国沿岸警備隊、ホノルル救助調整本部、

グアム救助調整本部及びアラスカ救助調整本部に安全無線通信を行った。 

本船は、倒壊したコンテナの陸揚げ及び船体に生じた損傷の修理の必要があ

り、本船の船舶管理会社である NYK SHIPMANAGEMENT Pte. Ltd．（以下「Ａ社」

という。）により目的地までの航海の継続が難しいと判断され、１２月２日 

０２時３５分ごろ、目的地を変更し、阪神港に向けて航行を開始した。 

本船は、１２月８日、阪神港神戸区の岸壁に着岸した。 

 

本事故の発生日時は、令和２年１１月３０日２３時２２分ごろ～１２月１日００時

５９分ごろで、発生場所は、ニイハウ島 Lehua Island 灯台から２９５°１,５８５Ｍ
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付近～１,５６５Ｍ付近であった。 

（付図１－１ 航行経路図（全体図）、付図１－２ 航行経路図（拡大図） 参照） 

 

２.２ 人の死亡及び負傷に関する情報 

 船長の回答書によれば、本船に死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶及びコンテナの損傷等に関する情報 

2.3.1  船舶の損傷等 

現場調査及びＡ社の回答書によれば、本船は、コンテナ積付台に破孔を生じ、船

首部及び中央部外板に擦過傷を生じたほか、上甲板のハンドレールの曲損、消火海

水管の消火栓等の脱損、圧縮空気及び清水系統管の曲損、陸上からの受電設備の曲

損、ラッシングブリッジ（コンテナを固縛（ラッシング）するための資材を取り付

けるブリッジ）のハンドレールの曲損、パイロットラダーの損失等を生じた。（写

真１～４参照） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンテナ積付台の破孔 

写真１ コンテナ積付台の損傷 
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写真２ 外板の損傷 

左舷船首部外板の擦過傷 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上甲板ハンドレールの曲損 消火海水管の消火栓等の脱損 

ラッシングブリッジのハンドレールの曲損状況 

写真３ 甲板上構造物の損傷 

左舷中央部外板の擦過傷 
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2.3.2  コンテナの海中落下及び損傷状況 

現場調査及びＡ社の回答書によれば、本船は、コンテナ７,０１６個を積載（う

ち上甲板に３,５９３個積載）しており、本事故時、海上に落下し、又は、甲板上

で倒壊したコンテナの個数は、表４のとおりであった。（図６、写真５～９参照） 

 

 

 積載個数  

状態 個数 

全体（うち上甲板）   ７,０１６個（３,５９３個） 

サイズ別  ４０フィート（１２.２ｍ） 

２０フィート（６.１ｍ） 

４５フィート（１３.７ｍ） 

５,８２８個 

８５７個 

３３１個 

  損傷等の内訳 

状態 個数 

海上に落下 １,８４１個 

甲板上で倒壊 ９８３個 

  

  

 

 

 

 

図６ 上甲板積載コンテナ及びラッシング資材の損傷図 

 

８６ ８２ ７８ ７４ ７０ ６６ ６２ ５８ ５４ ５０ ４６ ４２ ３８ ３４ ３０ ２６ ２２ １８ １４ １０ ０６ ０２
ベイ番号

図６ 上甲板積載コンテナ及びラッシング資材の損傷位置の概略図 

ターンバックルの曲損 

写真４ ラッシング資材の損傷 

海中に転落         損傷        損傷等なし     ラッシング資材の損傷 

煙突区画 船橋（居住区） 

→ 船首 

表４ コンテナの損傷等の内訳 
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現場調査によれば、損傷したコンテナは、隣接するコンテナによって押さえつけ

られて天面及び側面が圧損し、コンテナ底部材が変形している状況であった。（写

真１０、１１参照） 

 

 

 

 

写真８ 落下寸前のコンテナの状況      写真９ 船尾部コンテナの倒壊状況 

写真６ 上甲板上コンテナの倒壊状況     写真７ 左舷船首部コンテナの倒壊状況 

写真５ 本船の左舷側から見たコンテナが倒壊した状況 
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写真１１ コンテナ底部材の変形状況 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

  (1) 年齢、海技免状等 

① 船長 ４９歳 国籍 インド共和国 

  締約国資格受有者承認証 船長（日本国発給） 

   承 認 証 交 付 年 月 日 ２０２０年２月６日 

   承認証有効期間満了日 ２０２２年１月１９日 

   ② 航海士Ａ ３９歳 国籍 ルーマニア 

 締約国資格受有者承認証 一等航海士（日本国発給） 

   承 認 証 交 付 年 月 日 ２０１９年１１月１日 

   承認証有効期間満了日 ２０２２年１２月１２日 

(2) 主な乗船履歴等 

    船長及び航海士Ａの口述及び回答書によれば、次のとおりであった。 

① 船長 

     １９９５年に船員となり、２００９年にＡ社の運航船舶に一等航海士とし

写真１０ コンテナの圧損状況 

 

コーナーキャスティング 
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て乗船した後、２０１２年６月から船長職をとるようになった。 

２０２０年１１月５日に船長として本船に乗船した。 

本船の同型船に船長として乗船した経験が複数回あった。 

     本事故当時、健康状態は良好であった。 

② 航海士Ａ 

     ２００５年に船員となり、２００７年にＡ社の運航船舶に三等航海士とし

て乗船した後、２０１１年１０月から一等航海士職をとるようになった。 

２０２０年９月２７日に一等航海士として本船に乗船した。 

本船の同型船に一等航海士として乗船した経験が複数回あった。 

     本事故当時、健康状態は良好であった。 

 

２.５ 船舶に関する情報 

 2.5.1 船舶の主要目 

船 舶 番 号  １４３４２６ 

船 籍 港  東京都 

船舶管理会社  Ａ社 

運  航  者  Ocean Network Express Pte. Ltd. (ONE)（以下「Ｂ社」という。） 

 船 舶 所 有 者  チドリ・シップ・ホールディング合同会社（以下「Ｃ社」という。） 

船    級  一般財団法人日本海事協会（以下「船級協会Ａ」という。） 

総 ト ン 数  １４６,６９４トン 

Ｔ Ｅ Ｕ    １４,０５２ 

Ｌ × Ｂ × Ｄ  ３６４.１５ｍ×５０.６０ｍ×２３.０４ｍ 

船    質  鋼 

機    関  ディーゼル機関１基 

出    力  ４２,１８０kＷ（連続最大出力） 

推 進 器  固定ピッチプロペラ１個 

  進 水 年 月 日  ２０１８年１１月３０日 

（写真１２ 参照） 
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写真１２ 本船 

 

2.5.2  推進性能 

本船の推進性能表によれば、満載状態（船首及び船尾喫水共に約１５.７５ｍ）

及びバラスト状態（船首喫水約５.４５ｍ、船尾喫水約１０.９７ｍ）における推進

性能（速力）は、次のとおりであった。 

主機の状態 

（回転数） 
速力（kn） 

満載状態 バラスト状態（空船） 

航海全速力（６３.１rpm） ２０.５ ２１.５ 

全速力前進（４１rpm） １２.９ １３.３ 

半速力前進（３５rpm） １１.０ １１.４ 

微速力前進（２８rpm）  ８.８  ９.１ 

極微速力前進（２２rpm）  ６.８  ７.１ 

 

2.5.3 積載状態及び船体動揺 

  船長及び航海士Ａの口述並びにＡ社の回答書によれば、次のとおりであった。 

(1)  積付計画等 

① 積付けプログラム 

本船のコンテナの積付計画は、日本にあるＢ社の積付計画事務所

（Global storage planning office）で作成され、その後、本船において燃

料油タンク等の種々の条件を加えた上で積付けプログラムを用いて同計画

で船体強度等に問題がないかを確認していた。（写真１３参照） 

  

出典 Ｂ社ウェブサイト 
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  ② 塩田港出港時の状態 

本船は、塩田港出港時、コンテナ７,０１６個（約９４,６１６ｔ）を積

載し、バラスト水約１７,９８４t を張水し、喫水が船首約１４.６４ｍ、

船尾約１４.４６ｍ（平均約１４.５５ｍ）であった。 

本船のバラスト水タンクは、２０個のタンクがあるうち、８個のタンク

が満水、２個のタンクが傾斜調整の用途で適宜注水されていた。 

本船の出港前に、本船の積付けプログラムを用いて、計算条件として想

定速力を１８.５kn 及びコンテナの標準積み上げ段数を９段（背
せい

高
たか

コンテナ

は８段）と想定して計算した結果では、ＧＭ（横メタセンタ高さ） は  

１.６０５ｍであった。 

船長及び航海士Ａは、この計算結果によれば、コンテナの積付け状態も

含めて本船の安定性について問題はなく、安全に航海できる状態であると

考えていた。 

(2)  コンテナ積付けの固縛評価 

① ラッシングプログラム 

本船では、本船に積載されるコンテナの固縛強度について、ラッシングプ

ログラムを用いてコンテナごとに固縛強度を評価していた。ラッシングプロ

グラムは、前記の積付けプログラムと連動させることが可能で、二つのプロ

グラムで算出された値を同時に表示することができた。（写真１４参照） 

 

  船舶が横傾斜したときの浮力中心を通る浮力作用線と船体中心線との交点を「横メタセンタ（Ｍ）」

といい、船舶の重心Ｇと横メタセンタＭの距離を「ＧＭ（横メタセンタ高さ）」という。 

（＊船は上部が重いと復原力は弱い。この安定性の悪い状態をトップ・ヘビーいう。ＧＭ（横メタセ

ンタ高さ）が小さい船は一般にトップ・ヘビーで、復原力が弱いとされ、このような船を重頭船と

いう。重頭船は動揺周期が長く、安定性が悪い。これに対し上部の軽い船を軽頭船という。軽頭船

は復原力が強く、一般に強風に遭うと動揺が激しい。） 

写真１３ 積付けプログラムの一例（デモ画面）  

振幅横揺れ振幅 
固有周期 

復原力曲線 

復原性計算結果 

排水量計算結果 

喫水等の情報 
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 ② 規則等（ラッシングプログラム及び貨物固縛マニュアル） 

本船のラッシングプログラムは、ロイド船級協会（Lloyd's Register）

（以下「船級協会Ｂ」という。）の貨物固縛手順（Cargo Securing  

Arrangements ） ２ ０ １ ６ 年 規 則 （ Rules and Regulations for the 

Classification of Ships, July 2016）に準拠した手順でプログラミングさ

れていた。 

また、本船には、船長を含む乗組員を対象に貨物の適切な積載と固縛方

法についての手順が記載された貨物固縛マニュアル（Cargo Securing 

Manual/CSM）が備え付けられていた。（表５参照） 

 

表５ 本船のラッシングプログラム及び貨物固縛マニュアルの比較 

 ラッシングプログラム 
(Lashing program） 

貨物固縛マニュアル 
（CSM） 

用途 コンテナの固縛強度計算 
ラッシング方法 

ラッシング資材の使用方法等 

適用規則 ２０１６年規則（船級協会Ｂ） ２０１６年規則（船級協会Ｂ） 

運用 

コンテナの積載計画及びデータ入力作

業を陸上（積付計画事務所）で行った

後、本船で問題がないかを確認する。 

本船 

船級協会の承認 
計算精度の確認のみ 

（同プログラムによる計算結果と船級協会Ｂ
提供ソフトウェアによる計算結果を比較した
精度確認表に基づき船級協会Ａにより承認） 

船級協会Ａにより承認 

（船級協会Ｂによる承認は任意） 

風速の想定 風速４０m/s×（航路・季節ごとに変化する係数） 

最大横傾斜角 
（10,000～20,000TEUのコンテナ

船を想定） 

航路等により １３°～２２°の間で変化 

本事故時の積載計画に
基づき計画された最大

横傾斜角 
約１６.１° － 

写真１４ ラッシングプログラムの一例（デモ画面） 

 

コ ン テ ナ 内 に は 、 積 み
地、揚げ地、荷主及び重
量が記載 

コンテナ入力画面 

列毎の重量・強度等の
計算結果 
（許容値を超えると赤字表

ラッシングバー（×印） 

適用規則選択画面 
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なお、船級協会Ｂは、近年のコンテナ船の大型化に伴い、２０１４年以降、

船幅、航行海域等を考慮した貨物固縛手順の計算方法の見直しを行ってお

り、２０２１年規則では、ラッシングプログラムにおいて同規則に基づい

た方法で固縛強度等を計算することが強制要件化された。 

③  固縛強度評価（ラッシングプログラム） 

本船が出港前に塩田港においてラッシングプログラムを用いて固縛強度

の評価を行った際には、想定される最大横傾斜角（amplitude of roll）

は、約１６.１°に設定されていた。 

ラッシングプログラム上では、設定した最大横傾斜角度等の条件下で各

コンテナの固縛金具等に発生する応力の最大値が許容強度に対するパーセ

ンテージで表示され、その応力が１００パーセントを超える場合に許容強

度を超えた箇所が警報として表示されるが、塩田港においてその警報は表

示されていなかった。 

(3)  本事故当時の船体運動 

① 傾斜計 

本船の船橋前面には、横揺れ傾斜計が備えられていた。本事故時、最も

傾斜したときの最大値は約２７°であった。 

② 姿勢センサの計測値 

本船の船橋中央付近には、船体の動揺等を計測する姿勢センサ（ジャイ

ロ慣性センサ）が備えられている。本事故時の横傾斜角等の計測値は、表

６のとおりであった。 

 

 

時 刻 

（時：分） 

横傾斜角 

(°) 
縦傾斜角 

(°) 
X軸加速度 

（m/s2） 
Y軸加速度 

（m/s2） 

Z軸加速度 

（m/s2） 

右舷 左舷 船首 船尾 + - + - + - 

21:39 12.46 14.25 1.53 1.10 0.21  0.16  2.45  2.32  9.56  10.19  

21:59 12.73 17.57 1.47 1.27 0.20  0.16  2.88  2.50  9.36  10.18  

22:19 5.30 5.87 1.11 1.17 0.19  0.14  1.00  1.01  9.76  10.14  

22:39 2.93 4.93 1.22 1.23 0.18  0.17  0.86  0.63  9.72  10.24  

22:59 9.62 10.65 1.31 1.17 0.18  0.15  1.82  1.71  9.64  10.18  

23:19 16.83 18.95 1.43 1.20 0.19  0.27  3.28  2.94  9.18  10.29  

23:39 20.00 17.62 1.54 1.28 0.26  0.18  3.06  3.42  9.31  10.29  

23:59 7.23 7.55 1.34 1.35 0.23  0.18  1.33  1.41  9.69  10.25  

00:19 8.70 8.71 1.43 1.87 0.26  0.20  1.53  1.58  9.66  10.38  

00:39 6.92 7.15 1.66 1.74 0.25  0.21  1.23  1.25  9.61  10.38  

00:59 21.60 25.35 1.69 1.75 0.78  1.39  4.89  4.43  8.45  10.29  

01:19 7.34 6.05 1.51 1.85 0.35  0.29  1.32  1.73  9.49  10.43  

01:39 7.57 5.76 1.72 1.77 0.28  0.25  1.20  1.63  9.59  10.34  

表６ 姿勢センサの計測値 

※姿勢センサの横傾斜角等の計測値は、２０分間の最大値で記録されている。 
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2.5.4 船舶の設備等に関する情報 

(1) 船体構造 

     本船は、コンテナを倉内及び上甲板上に積載可能な構造を有する船首船橋型

のコンテナ船で、コンテナを積載する区画は、居住区及び主機からつながっ

ている煙突区画によって三つに分かれていた。（図７参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (2)  本船の状況 

      船長及び航海士Ａの口述によれば、本事故当時、船体、機関及び機器類に不

具合又は故障はなかった。 

(3)  コンテナ列 

      本船の上甲板上は、船首尾方向に４０フィート換算で２２列のコンテナを積

載することができ、各列には船首から順に０２から始まり、数字を４ずつ加

算したベイ番号（bay No.）が振られていた。 

 (4)  コンテナ積み上げ段数（塩田港出港時） 

塩田港出港時の各列のコンテナの積み上げ段数は、図８のとおりであった。

（図８参照） 

 

 

図７ 本船の一般配置図 

煙突区画 
船橋（居住区） 

→ 船首 

主機 

《参考》 
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図８ コンテナの積み上げ段数等 

     

 (5) コンテナの固縛方法 

  本船では、上甲板上にコンテナを積載する場合、コンテナ積付台上のデッキ

ソケットに設置したツイストロックと呼ばれる固縛金具をコンテナの底部四隅

の隅金具（コーナーキャスティング）にはめ込み、ロックすることによって固

定していた。同コンテナの上に別のコンテナを積載する場合は、上のコンテナ

の底部四隅の穴にツイストロックを設置し、下のコンテナの天井四隅にはめ込

んで、同様に固定していた。（写真１５、写真１６、図９参照） 

  

８６ ８２ ７８ ７４ ７０ ６６ ６２ ５８ ５４ ５０ ４６ ４２ ３８ ３４ ３０ ２６ ２２ １８ １４ １０ ０６ ０２

10  9  9  9    9  8  9  9  9  9  9   9  9  9     8  8  8  8  7  7  7  6 

ベイ番号  

コンテナ 

積み上げ段数 → 船首 
船橋（居住区） 煙突区画 
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写真１５ コンテナ積付台上のコンテナ    写真１６ ツイストロック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ コンテナの基本的な固縛の概念図 

 

また、本船の甲板上に積付けされたコンテナのうち、３段目及び４段目

（一部）のコンテナは、ラッシングブリッジのアイプレートに取り付けた 

ターンバックルに２～３組のラッシングバーを接続し、斜めに交差させて各

コンテナの上部の角に取り付け、同ターンバックルを締め付けることにより

固縛されていた。（写真１７～１９参照）  

出典：コンテナの積付け及び固縛に関するガイドライン（第 3.1 版） 2023 年 2 月（発行：船級協会Ａ)  

 

ツイストロック 

デッキソケット

（コーナーキャスティング） （ラッシングバー） 
（隅金具） 
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写真１７ ターンバックルの固縛状態   写真１８ ラッシングバーの状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１９ ラッシングブリッジからの固縛状態 

 

(6)  固縛状態の確認 

船長及び航海士Ａの口述並びに航海日誌によれば、本船のコンテナは、 

ラッシングプログラム及びＡ社の貨物固縛マニュアルどおりに固縛されてお

り、航海中においても、３日に１回、甲板部員によって上甲板上に積載され

たコンテナの固縛状態の点検及び必要に応じてターンバックルの増し締めが

行われていた。    

  (7) コンテナ等の許容荷重 

   ① コンテナ 

船級協会Ａが発行した「コンテナの積付け及び固縛に関するガイドライン

（第３.１版）」によれば、コンテナ各部の許容荷重は、次のとおりであった。 

  

アイプレート 

ラッシングバー 

ターンバックル 
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 許容荷重（ＩＳО規格） 
ISO1496-1:1990 ISO1496-1 2014 年まで

の改正を含む 

コンテナに対するラッキ

ング荷重 

横手方向 １５０ １５０ 

長手方向 １５０ １５０ 

コンテナのコーナーポストに働く圧縮荷重 ８４８ ９４２ 

コンテナのコーナーポストに働く引張荷重 ２５０ ２５０ 

コンテナ隅金具（コーナー 

キャスティング）に働くラッ

キング荷重 

垂直方向 ３００ ３００ 

水平方向 １５０ １５０ 

 

② 固縛金具 

本船の貨物固縛マニュアルによれば、ツイストロック及びラッシングバー

を安全に使用できる許容荷重は、次のとおりであった。 

 ツイストロック ラッシングバー 

ロング ショート 

安全使用荷重 
（SWL:Safe Working Load） 

２５０（張力） 

２１０（せん断） 

３００（張力） １８０（張力） 

耐荷重 
（PL:Proof Load） 

３７５（張力） 

３１５（せん断） 

４５０（張力） ２７０（張力） 

破壊荷重 
（BL:Breaking Load） 

５００（張力） 

４２０（せん断） 

６００（張力） ３６０（張力） 

     

2.5.5  コンテナ固縛の注意点 

 船級協会Ａが発行した文献 （以下「技報Ａ」という。）には、コンテナの固縛

について以下の記載がある。 

コンテナスタック（積み上げ）には、一般にラッキング変形、コーナーキャス

ティングの浮き上がり、圧縮、そしてせん断変形が生じる。これらの変形におい

て生じる荷重が許容値を超えないようにコンテナの固縛方法や積載するコンテナ

の重量及びその順番を決定する必要がある。また、ラッシングロッド を接続し

ている場合、コンテナスタックのラッキング変形に伴い、ラッシングロッドに引

張荷重が生じることとなるため、ラッシングロッドの許容荷重にも注意を払う必

要がある。（図１０参照） 

 

 

 

 

   出典：「船級協会Ａ技報 No.7  2023 年(I)（発行：船級協会Ａ） 

  ラッシングロッドは、ラッシングバーと同義である。 

単位 kＮ 

単位 kＮ（1kＮ≒102kgf） 
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図１０ コンテナの崩れ方等 

 

２.６ Ａ社の安全管理等に関する情報 

  (1) Ａ社の安全管理手順書に関する情報 

Ａ社の作成した安全管理手順書には、「荒天時の指針及び予測」及び「危険

な航海（荒天）」について、次のとおり定められていた。（Ａ社の安全管理手

順書抜粋の仮訳） 

    荒天時の指針及び予測 

 2.1. 天候の監視 

     1.及び 2. 略 

   3. “ウェザー・ルーティングサービス（ＷＲＳ）”の利用を検討す

る必要がある。ＷＲＳを使用する時、指示を注意深く読み、適時に

サービスプロバイダーに必要な事項を報告すること。 

       4. 略 

5. 本船が悪天候に見舞われた場合、会社に通知すること。 

 2.2. 航海 

     1.及び 2. 略 

   3. 風及び波の衝撃をできるだけ軽減するように船の針路及び速力を

調整すること。 

      4.～7. 略 

      8. 荒天の損害を避けるために計画において援助となるよう次の資料

を参考されたい。 

       ⅰ) 図表／参考図－“荒天の損害を避けるための船長への指針”（以

下「本件参考図」という。） 

       ⅱ) Maritime Safety Committee Circular1228－“追い波海域にお

ラッキング 浮き上がり 

 上甲板 

ラッシングブリッジ

ラッシングバー 
（ラッシングロッド） 

ツイストロック 

圧縮 せん断 
Shearing Compression 

Floating Racking 
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いての危険な状況を回避するための船長へのガイダンス（改訂

版）” 

     2.3. 安定性 

      1. 一等航海士は、船長の指示に従い、船舶の安定性及び応力を最適

な条件にすることを考慮し、バラスト水の調整をしなければならない。 

      2. バラスト水を張水する時、自由水の影響を軽減するためにタンク

は可能な限り一杯に満たされるべきである。 

      3. 船体が過度に安定したり、傾斜が大きくなり過ぎないようにＧＭ

（横メタセンタ高さ）を最適にすること。 

      4. 十分な船体強度を確認すること。 

    2.4. 甲板/居住区/貨物 

      1.～7. 略 

      8. 貨物の固縛状態を点検し、必要であれば、追加の固縛器材を取り

付けること。 

    危険な航海（荒天） 

    4.2. 荒天の回避 

荒天が予測される時、船長は、離路、一時的な錨泊等といった回避行

動をとることを考慮するべきである。 

 (2) 本船の航海計画の決定及びＡ社の運航船舶の管理等に関する情報 

    船長、航海士Ａ及びＡ社の担当者の口述によれば、次のとおりであった。 

      ① 船長 

    船長は、Ｗ社から送信される航海計画を参考とし、本船の航行状態を考慮

した上で、実際の航海計画を決定していた。 

船長は、Ｗ社から送信される航海計画はＢ社の担当者にもＣＣ（複写）で

送信されており、また、船長がＷ社に返信する際にはＡ社の担当者にもＣ

Ｃで送信するようにしていたので、両社も本船の動静を把握しているとの

認識であった。 

   ② Ａ社 

     Ａ社は、船長とＷ社との航海計画についてのやり取りを確認することが可

能な体制となっていたが、航海計画は船長の裁量で決定されることから、

計画に懸念がある場合を除き、同計画への干渉はしなかった。 

   ③ Ｗ社 

     Ｗ社は、Ｂ社との間で本船のウェザー・ルーティングサービスの契約を結

んでいた。 

Ｗ社は、本船の全長等の要目並び出港時の喫水及びＧＭを入手した上で、
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最適な航路を設定した航海計画を作成し、これを本船に提供しており、航

海中においても気象状態の変化によって更新し、また、船長から航路変更

の要望があれば、同計画を変更していた。 

     Ｗ社が本船に送信した航海計画には、計画の針路上（００時及び１２時

（協定世界時））で予想される風（風向・風速）及び波浪（波向・波高・周

期）の情報の記載があり、変更３計画には、表７のとおり記載されていた。 

 

表７ 予想される波浪等の情報（変更３計画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  (3)  本件参考図に関する情報 

    本件参考図は、船体が波浪及び風を受ける方向によって縦傾斜及び横傾斜が

安定したり増大したりする可能性があることについて、船長の意識を高める

目的で作成されたものであり、正船首方向から正船尾方向までを６等分し、

それぞれの角度の範囲に波浪（波高４～７ｍ）及び風（風力７～９）を受け

る場合の船体の動揺の様子及び対応の指針が、次のとおり記載されていた。 

   （付図２ 本件参考図 参照）  

※時刻は協定世界時 
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    ＜本件参考図の仮訳＞ 

番号 波浪を受ける範囲 動揺の種類及び対応 

１ 正船首から両舷３０° とても激しい縦揺れ 

波高５ｍ以上の波浪又は風力８（風速２０m/s）、

縦傾斜３°以上（船首縦傾斜８ｍ）の場合 

１.針路変更（２０°以上） 

２.主機回転数を１０rpm 以上下げる。（少なくと

も速力１０％減速） 
１～２の

中間線 
両舷船首３０° 危険！青波 

４ｍ以上の波、７以上の風のときは１０°以上の

針路変更 

２ 正船首から両舷３０°～６０° 縦揺れ 

３ 正船首から両舷６０°～９０° 波高５～７ｍの波浪、風力８又は９（風速２０～

２４m/s）の風に至るまで船舶の安定が予測される 

４ 正船尾から６０°～９０° 横揺れ 

５ 正船尾から両舷３０°～６０° とても激しい横揺れ（パラメトリック横揺れ） 

２０°以上の横揺れが発生するときは 

１．針路変更 

６ 正船尾から両舷３０° 波高６ｍの波浪又は風力９（風速２４m/s）の風に

至るまで船舶の安定が予測される 

   ａ）上記の表例は、全長２８９ｍのコンテナ船（およそ４,０００ＴＥＵ積み）に適用

される。 

ｂ）実際の状況は、実際の排水量/安定性/コンテナ層に基づき、変化する。 

上記の図表／参考図は、危険の可能性の意識を高めるための指針である 

ｃ）天候による許容範囲（限界）や主機回転数の減少などは、各船舶の主機や船長の

判断により異なる。  

ｄ）縦傾斜の指標は、船首マストの動きを使い、おおよそ計算できる。 

ｅ）船体に掛かる波の衝撃力は、船の相対速力の２乗である。 

ｆ）正船首又は船首に近い波によるパラメトリック横傾斜は、好ましくない同調が低

い横傾斜の減衰（減速）と大きな安定性の変化（波長、波高、形状、船首の張り出

し、船尾の形状によって左右される）と混じり合って起きる。 

パラメトリック横揺れは、著しい縦傾斜と相まって大きな揺れの角度を速く引き

起こす不安定な現象である。 

横揺れは、縦揺れと同調して発生し、コンテナ船ではコンテナやその固縛装置に

大きな荷重がかかる。MSC Circular 1228 参照    

 

２.７ 気象及び海象に関する情報 

2.7.1 航海日誌 

Ａ船の航海日誌によれば、令和２年１１月３０日２３時ごろから１２月１日０２

時ごろまでの観測値は、天候は曇り、視界は良好、本事故当時、波高約５.０～ 

６.０ｍのうねりがあり、風向及び風速は、次表のとおりであった。 
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時刻（時：分） 風向 風力 風速 (m/s) 

11 月 30 日 23:00～12 月 1 日 02:00 北西 4 5.5〜7.9 

 

2.7.2 気象庁の外洋波浪図 

  令和２年１１月３０日１２時００分（協定世界時）における気象庁の外洋波浪図 

によれば、本事故発生場所付近では、有義波高 約６ｍ、北西方から南東方へ向

かう波浪であった。なお、気象庁の外洋波浪図の注意事項には、次の記載がある。 

  実際の個々の波には、有義波高より高い波が含まれているので注意が必要です。 

（付図３ 外洋波浪図 参照） 

 

2.7.3 波浪解析に関する情報 

   本事故発生後、Ｗ社が周囲の観測データを合わせて推算した本船の航行経路上

での波浪解析値は、次のとおりであった。 
 

日 時 
風向 波浪 うねり 

風向 
（°） 

風速 
（m/s） 

方向 
（°） 

波高 
（ｍ） 

波長 
（ｍ） 

周期 
（s） 

方向 
（°） 

波高 
（゜） 

波長 
（ｍ） 

周期 
（s） 

11月30日

12:00 319 21.44 315 1.92 77.18 7.03 330 5.50 354.66 15.08 

15:00 319 20.16 315 1.66 63.80 6.40 330 5.97 354.66 15.08 

18:00 333 18.05 330 1.53 63.80 6.40 330 5.77 354.66 15.08 

21:00 279 13.54 285 0.84 36.00 4.80 330 5.77 354.66 15.08 
12月1日

00:00 327 13.53 330 0.84 36.00 4.80 330 5.53 354.66 15.08 

03:00 346 13.25 345 0.81 36.00 4.80 330 5.28 293.10 13.71 

06:00 351 9.37 345 0.44 20.33 3.61 330 4.99 293.10 13.71 

09:00 344 6.66 345 0.26 13.88 2.98 330 4.71 293.10 13.71 

 

２.８ 船体運動の推定計算 

 事故当時の針路等の本船の運航状況及び航行経路上での波浪解析値を基に、国立研

究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所海上技術安全研究所に委託し、船体運動に

つき短期予測手法 での推定計算を行ったところ、１１月３０日２３時５９分～ 

１２月１日００時５９分の間における、横揺れ振幅及び縦揺れ振幅の推定値は、表８

のとおりであった。 

 

 

  「有義波高」とは、ある地点で一定時間に観測される波のうち、高い方から順に全体の１/３の個

数までの波について平均した波高をいう。目視観測による波高に近いと言われている。 

  福田淳一：船体応答の統計予測、 耐航性に関するシンポジウムテキスト、 日本造船学会、1969.

（後述のパラメトリック横揺れを想定していない通常の船体運動を予測する手法である。） 
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〇 推定計算の概要 

・本事故時の海象をもとに、標準的な波浪スペクトル形状を仮定し、船体動揺の短期予測手法  

 により、本事故発生時の船体運動を推定 

〇 計算条件（１２月１日００時００分（船内時間）の値） 

・船速：１１.４４kn ・波周期：４.８０秒 ・波高：０.８４m 

・うねり周期：１５.０８秒・うねり波高：５.５３m  

・波との出会い角：３２.３０°  
  波向－（船首方位（1 時間の平均値）＋１８０° 

３３０°－(１１７.７°＋１８０°)＝３２.３° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           横揺れ振幅              縦揺れ振幅 

 計算条件 推定値 (°)     計算条件 推定値 (°) 

① 平均値 ８.４３ ① 平均値 ０.７７ 

② １/３最大平均値 １３.４７ ② １/３最大平均値 １.２３ 

③ １/１０最大平均値 １７.１２ ③ １/１０最大平均値 １.５７ 

④ １/１００最大期待値 

（出会い波１００波に１

波の最大横揺れ） 

２１.６９ 
④ １/１００最大期待値 

（出会い波２００波に１波

の最大横揺れ） 

１.９９ 

⑤ １/１８８最大期待値 

（出会い波１８８波に１

波の最大横揺れ） 

２２.９７ 
⑤ １/１８８最大期待値 

（出会い波１８８波に１波

の最大縦揺れ） 

２.１０ 

 

 

 

 

２.９ パラメトリック横揺れに関する情報 

 2.9.1  パラメトリック横揺れ 

    パラメトリック横揺れは、船体の横揺れ周期と波の出会い周期が一定の関係に

なった場合、船体の横揺れが急激に増幅する共振現象である。船級協会Ａが発行し

た「パラメトリックロール対策に関するガイドライン」（詳細については 2.9.4 に

後述）には、近年、大型コンテナ船や自動車運搬船等において、パラメトリック横

揺れに起因すると思われる荷崩れ事故が相次いで発生しており、その中には   

２,０００個以上のコンテナが流出・損傷した事故も含まれるとの記載があり、ま

た、オランダ海事研究所が発行した「パラメトリック横揺れについての注意喚起レ

ポート」（詳細については 2.9.3 に後述）には、コンテナ船は追い波状態において

パラメトリック横揺れの影響を受けやすい船種とされており、横揺れ周期、速力、

針路、そして波の状態の組合せにより、突然、船と乗組員、貨物の安全を脅かすレ

ベルにまで横揺れが急増加することがあるとの記載がある。 

+

変針角0 deg.波

表８ 船体運動（横傾斜及び縦傾斜）の推定値 

※１/３最大平均値   振幅の大きい方から順に全体の１/３の個数の振幅の平均値（＝有義値） 

※１/１０最大平均値  振幅の大きい方から順に全体の１/１０の個数の振幅の平均値（有義値の約１.２７倍） 

※１/１００最大期待値 振幅の大きい方から順に全体の１/１００の個数の振幅の期待値（統計上、有義値の約１.６１倍） 

※１/１８８最大期待値 振幅の大きい方から順に全体の１/１８８の個数の波の振幅の期待値（１８８波…１時間の出会い波数） 

変針角０° 波向 

 
波との出会い角  

３２.３° 
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2.9.2  コンテナ船におけるパラメトリック横揺れの発生 

   文献 には、コンテナ船におけるパラメトリック横揺れの発生について以下の

記載がある。 

（以下、抜粋） 
 

  コンテナ船はタンカーやバラ積み船に比べると高速で運航するため、船首、船尾

がやせた形になっている。このため、タンカーやバラ積み船に比べると、船体が水

面に沈む面は変化が大きくなっている。これに伴い復原力も不安定になる。復原力

が不安定になった時に、出会い波周期の約２倍の横揺れ固有周期が一致するとパラ

メトリック横揺れが発生する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.3  TopTier レポート 

  オランダ海事研究所（Maritime Research Institute Netherlands）が設立した

「コンテナ船のコンテナ損失を伴う事故の調査、評価」を目的としたプロジェクト

（The TopTier Project）は、２０２２年１月、パラメトリック横揺れについての

注意喚起レポート（以下「TopTier レポート」という。）を発行した。 

 （付図４ TopTier レポート参照） 

 

 2.9.4  パラメトリック横揺れの対策（船級協会Ａ） 

  船級協会Ａは、令和５年２月、有効なパラメトリック横揺れの対策を講じた船舶

には船級符号を付記することとし、関連要件を取りまとめ、また、同横揺れ対策を

目的とした「パラメトリックロール対策に関するガイドライン」（以下「船級協会Ａ

のガイドライン」という。）を発行した。 

  船級協会Ａのガイドラインは、付録（Appendix）として、パラメトリック横揺れ

を回避するための注意点及び同横揺れの回避手法等を記載している。（以下、抜粋） 

 

  文献：「特集：耐航性能・波浪荷重評価ツール「NMRIW」～より実現象に近い６自由度の計算を可

能に～船体運動と波浪荷重の評価プログラム」 (独立行政法人 海上技術安全研究所（船と海のサ

イエンス２０１１SPRING）、平成２３年４月） 

波の中での水線面の変化 
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(1) パラメトリックロール（パラメトリック横揺れ）の発生を回避する上での注意点等 

      パラメトリックロールを発生させる海象条件に遭遇すると、極めて短時間に大傾斜を

生じ回避行動をとるのが困難である。また荒天中を航行する場合に船を波に立てるとい

う常識的な操船行為がかえってパラメトリックロールを招く引き金となる可能性もあり、

荒天航行に対する通常の注意、対処方法では対応できない。発生する可能性の高い危険

領域を早期に回避する、その兆候を認めた場合には直ちに船速を変える、大きく転針す

る等、パラメトリックロール発生を念頭においた心構えや事前準備が肝要であり、その

ための参考になると思われる、次のような注意点や心構えについて記述する。 

     ① 本船のロール固有周期を把握する 

     パラメトリックロールは、縦波による復原力の時間的変化が本船のロール固有周

期と同調することによって発生する現象であって、本船のロール固有周期を把握し

ておくことが極めて重要となる。ただ、正確な固有周期を得ることは必ずしも容易

ではない。 

   ② うねりの方向と出会い周期に注意する 

     パラメトリックロールが発生するのは、一般的にうねりを船首又は船尾方向から

受け、かつ、うねりとの出会い周期が本船のロール固有周期の１/２に近い場合であ

る。よって、大きなうねりに遭遇した場合には、その方向と出会い周期に特に注意

を払う必要がある。 

     うねりの方向としては、船首及び船尾方向それぞれにおいて、船体中心線から左

右６０°程度の範囲でパラメトリックロールの発生可能性が高くなるが、左右約 

４０°の範囲は特に注意が必要である。うねりとの出会い周期は通常目視で計測す

ることになるが、気象予報サービスでうねりの方向、周期等が予測されている場合

には、それらも参考とする。 

     なお、船の長さの０.６倍以上に相当する波長のうねりに遭遇した場合は、特に注

意が必要である。 

   ③ 荒天運航時に想定されるロール角を把握する（特に大型船） 

     中小型船では、荒天遭遇時に２０°あるいは３０°を超えるようなロールを生じ

ることも珍しくない。しかしながら、船幅が５０ｍを超える大型船においては、相

当な荒天に遭遇しても１０°を超える横傾斜を生じることは稀であり、そのような

横傾斜を突発的に生じた場合には、パラメトリックロールが発生した可能性が高い。 

   ④ 本船のパラメトリックロール特性や操船ガイダンスを理解する 

     第二世代非損傷時復原性基準 （以下、「ＩＳコード」という。）には、パラメト

リックロールに対する本船の特性•脆弱性を評価する手法がいくつか提示されている。

その中でもレベル２-Ｃ２と呼ばれる評価手法は、評価精度と難易度の両面において

実用的なものであり、パラメトリックロールに対する脆弱性を具体的に評価するこ

とができる。 

 

  「第二世代非損傷時復原性基準（Interim Guidelines on the Second Generation Intact 

Stability Criteria）」とは、国際海事機関（ＩＭО）で検討が進められている復原力喪失などの動

的な危険現象を考慮した新たな復原性基準で、令和２年(２０２０年)１１月の国際海事機関（ＩＭ

О）の海上安全委員会において暫定指針が策定された。 
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(2)  パラメトリックロール回避手法及び対策 

① パラメトリックロール防止・軽減装置 

     フィンスタビライザーやアンチローリングタンク等の減揺装置を設置•搭載するこ

とで、パラメトリックロールを防止•軽減することができる。 

② オペレーションガイダンス及びウェザーサービス 

     様々な運航条件、海象条件に対するパラメトリックロール応答値をシリーズ計算

することで、パラメトリックロールの発生危険度を示したチャートのような資料を

準備することができる。このようなチャー卜とともに、ある一定以上の危険度に遭遇

する際に採るべき行動を指示したオペレーションガイダンスを船長に提供すれば、パ

ラメトリックロールを回避するための適切な行動につながることが期待される。 

     ウェザーサービスでは、パラメトリックロールに対する本船の運動特性と海象•気象

データの予報データを組み合せた高信頼度のサービスが提供される日も遠くないと思

われる。 

③ パラメトリックロールに関連した計測装置・警報システム 

     パラメトリックロールの発生を予測し適切な回避行動をとるためには、本船の固

有周期、遭遇している海象状況等を適切に把握する必要があり、それらを精度良く

計測できる装置の開発、導入が望まれる。既に実用化されているものもあるが、今

後の更なる計測装置の開発•実用化とともに、それらの計測装置を組み合せたパラメ

トリックロール発生を的確に予測、警報するシステムの開発が期待されている。 

 

2.9.5  パラメトリック横揺れに対する船長等の認識（本事故当時） 

  船長、航海士Ａ、Ａ社担当者及びＷ社担当者の口述によれば、次のとおりであった。 

(1)  船長 

本件参考図上のパラメトリック横揺れ発生のおそれがある‘本船の正船尾 

から左舷３０°～６０°に波を受ける危険範囲’（以下「本件危険範囲」とい

う。）からうねりを外すことを考えていたものの、夜間でうねりの方向を視認で

きなかった。 

これまでにパラメトリック横揺れの危険性については回覧文書等で認識して

いたが、同横揺れの対応に特化した訓練は受講していなかった。 

  (2)  Ａ社 

     パラメトリック横揺れの危険性については、以前から本件参考図上で船長に

対し、注意喚起していた。しかしながら、同揺れの算出方法等が明確に確立

されていない状況であったので、同揺れの対応に特化した訓練は実施してお

らず、また、積付計画においても固縛強度の評価上は想定していなかった。    

 (3)  Ｗ社 

    ＷＲＳでパラメトリック横揺れの発生予測等の対応はなかったが、現在、 

データ解析等を進めて同揺れの危険性を可視化するツールを開発している。 
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2.9.6  本船のパラメトリック横揺れに対する評価 

  ＩＳコードには、パラメトリック横揺れに対する船舶の特性等を評価する基準が

提示されている。本船を設計した会社が、本船と同型クラスのコンテナ船を想定し

て同評価基準に沿ってパラメトリック横揺れ発生の可能性を算出（本事故時の積載

状態及び気象・海象状況を反映させたものではない）したところ、その結果は、次

のとおりであった。     

 評価基準（ＩＳコード） 

喫水（ｍ） トリム ＧＭ(ｍ) レベル１  レベル２-Ｃ１ レベル２-Ｃ２ 

１５.７５ 

 

０ 
１.００ Ａ Ａ Ｂ 

２.００ Ａ Ａ Ｂ 

３.００ Ａ Ｂ Ｂ 

１４.８０ ０ 
１.００ Ａ Ａ Ｂ 

２.００ Ａ Ａ Ｂ 

３.００ Ａ Ａ Ｂ 

Ａ パラメトリック横揺れの発生リスクあり 

Ｂ パラメトリック横揺れに対して耐性あり 

 なお、船級協会Ａのガイドラインによれば、各評価基準の特長概要は、次のとお

りであった。 

レベル１ 比較的簡単な算式で評価できる利点がある一方、その分安全率を大きく見込

んでおり、この基準に適合するためには運航上大きな制約が課される場合が

少なくない。 

レべル２ 技術的により高度かつ複雑な計算を実施する必要があるが、推定精度が向上

する分、安全率を小さく設定でき運航上の制約が少なくなる。 

（Ｃ１）レベル１評価基準で用いた仮定、前提条件を波の条件によって変化

させるなどで、パラメトリック横揺れの発生可能性に対する推定精度を向上

させている。                           

（Ｃ２）様々な波条件と船速に対する計算結果から、各海象条件におけるパ

ラメトリック横揺れ応答値を推定することを含め、種々の統計的処理を行う

手順である。２５°以下のパラメトリック横揺れは、許容されることを前提

としており、ラッシング計算に用いる横傾斜角が一般的に２５°以下となる

大型コンテナ船等においてはその整合性に問題が生じる。 

 

２.１０ 近年のコンテナ船コンテナ損傷等事故 

  ２００６年以降に発生したコンテナ船のコンテナ損傷等事故（以下「同種事故」

という。）で、海外の事故調査機関が調査を行い、事故調査報告書が公表されている

事例は、表９のとおりであった。 
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 発生年 

発生場所 

船名 

（総トン数） 
コンテナ損傷等数 横揺れ 

傾斜角 
調査機関 

（調査国） 
主な原因 

海上に流出 損傷 

① 
2006 年 
北大西洋 

CMA CGM Otello 
(91,410 トン) 

50 個 20 個 20° 
BEAmer 

（フランス共

和国） 

複合的要因（パラメトリック横

揺れ、コンテナの重量超過・固

縛方法等） 

② 
2006 年 
北大西洋 

P&O Nedlloyd 
Genoa 

(31,333 トン) 

27 個 32 個 30° 
MAIB 

（英国） 

複合的要因（パラメトリック横

揺れ、コンテナの重量超過・固

縛方法等） 

③ 
2007 年 

バルチック海 
Annabella 

(7,398 トン) 
- 7 個 30° 

MAIB 

（英国） 

コンテナの積込み手順 

④ 
2009 年 

オーストラリア沖 
Pacific 

Adventurer 
(1,839 トン) 

31 個 - 30° 
ATSB 

（オーストラ

リア連邦） 

コンテナの固縛方法 

⑤ 
2014 年 
北大西洋 

SOVEREIGN 
MAERSK 

(91,560 トン) 

517 個 250 個 41° 
DMAIB 

（デンマーク

王国） 

荒天予測（パラメトリック横揺

れ含む） 

 

⑥ 
2017 年 
北大西洋 

EVER SMART 
（75,246 トン） 

42 個 34 個 12° 
MAIB 

（英国） 

複合的要因（コンテナの重量配

分、固縛方法） 

⑦ 
2018 年 
北太平洋 

CMA CGM G. 
Washington 

（140,872トン） 

81 個 62 個 30° 
ATSB 

（オーストラ

リア連邦） 

複合的要因（パラメトリック横

揺れ、コンテナの強度不足・固

縛方法等） 

⑧ 
2018 年 

オーストラリア沖 
Yang Ming 
Efficiency 

（42,741トン） 

81 個 62 個 30° 
ATSB 

（オーストラ

リア連邦） 

複合的要因（コンテナの重量配

分・固縛方法、荒天時の操船

等） 

⑨ 
2020 年 

オーストラリア沖 
APL ENGLAND 

（65,792 トン） 
50 個 79 個 25° 

ATSB 

（オーストラ

リア連邦） 

複合的要因（コンテナ積込み手

順・固縛装置の劣化、パラメト

リック横揺れを含む荒天時の対

応） 

⑩ 
2021 年 
北太平洋 

MAERSK ESSEN 
（141,716トン） 

689 個 258 個 30° 
DMAIB 

（デンマーク

王国） 

複合的要因（パラメトリック横

揺れ及びウェザー・ルーティン

グサービス） 

本

件 
2020 年 
北太平洋 

ONE APUS 
（146,694トン） 

1,841個 983 個 25° 
 

 

 上記各事例の事故調査報告書によれば、多くの事例でコンテナ損傷等の原因とし

てパラメトリック横揺れを含む複合的要因があるとされており、２０１８年及び 

２０２１年には、北太平洋上で本船と類似の船型のコンテナ船による事故がそれぞ

れ発生していた。（表９の⑦及び⑩参照） 

 

 

３ 分 析 
 

３.１ 事故発生の状況 

 3.1.1 事故発生に至る経過 

  ２.１から、本事故が発生するまでの経過は、次のとおりであった。 

(1) 本船は、令和２年１１月１９日１７時５４分ごろ（中国標準時）、船長及

表９ 同種事故事例（海外の事故調査機関が調査し、事故調査報告書が公表されているもの） 
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び航海士Ａほか２２人が乗り組み、コンテナ７,０１６個（１３,１７５ＴＥ

Ｕ）を積載し、ロングビーチ港に向けて塩田港を出港した。 

(2) 本船は、予定針路である約１２９°の針路で航行中、３０日２３時１５分

ごろ、左舷船尾方からの波高約６ｍのうねりにより、横傾斜角が５°以上に

なり、その後１０°以上と横揺れが激しくなり、２３時１９分ごろ針路約 

１４０°で航行したものと推定される。 

(3) 本船は、２３時２２分ごろ、針路約１４０°で航行中、横傾斜角が２０°

以上と横揺れが更に激しくなり、針路１２０°で航行したものと推定される。 

(4) 本船は、１２月１日００時５８分ごろ、針路約１２０°及び約１１.７kn

の速力で航行中、突然、横揺れが大きくなって横傾斜が約２５°～２７°と

なり、針路を約１８０°としたものと考えられる。 

(5)  本船は、前記(3)及び(4)の横揺れの発生により、甲板上に積載していたコ

ンテナの一部が倒壊し、海上に落下したものと認められる。 

 

3.1.2 事故発生日時及び場所 

２.１から、本事故の発生日時は、令和２年１１月３０日２３時２２分ごろ～同

年１２月１日００時５９分ごろで、発生場所は、ニイハウ島 Lehua Island 灯台か

ら２９５°１,５８５Ｍ付近～１,５６５Ｍ付近であったものと推定される。 

 

3.1.3 損傷等の状況 

２.３及び 2.5.3(1)から、次のとおりであった。 

(1)  コンテナの損傷等 

  ① 上甲板上に積載されていたコンテナ３,５９３個のうち、海上に落下し

たものが１,８４１個、残存していたコンテナのうち、甲板上で倒壊する

などして損傷したものが９８３個であったものと認められる。 

  ② 上記①の甲板上で倒壊等したコンテナは、コンテナ本体の圧損状況、コ

ンテナ底部材の変形、ラッシングバーの曲損状況から、船体動揺によりラ

ッシング資材の定格荷重を超える荷重が掛かったものと考えられる。 

  ③ コンテナの積み上げ段数が８段以下のコンテナ列（計９列）では半数で

倒壊があった一方、９段以上のコンテナ列（計１３列）では全列で倒壊が

あったことから、積み上げ段数が高くなるほど船体動揺によりコンテナ等

に掛かる荷重が大きくなったものと考えられる。 

(2)  船体等の損傷 

本船は、倒壊したコンテナ等の重量によって上甲板及びラッシングブリッ

ジのハンドレールに曲損、圧縮空気及び清水系統管等の曲損、コンテナ積付
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台に破孔及び船首部及び中央部外板の擦過傷等を生じたものと認められる。 

 

３.２ 事故要因の解析 

 3.2.1 乗組員の状況 

２.４に記述したように、船長及び航海士Ａは、それぞれ適法で有効な締約国資

格受有者承認証を有しており、視力、聴力等に問題はなく、健康状態は良好であっ

た。これらの乗組員の状況が、本事故の発生に関与したとは認められない。 

 

3.2.2 船舶の状況 

2.5.4 から、次のとおりであった。 

(1) 本事故当時の本船の船体、機関及び機器類に、不具合又は故障はなく、こ

れらの状況が本事故の発生に関与したとは認められない。 

     (2)  本船に積載されたコンテナは、ラッシングプログラム及びＡ社の貨物固縛

マニュアルどおりに固縛されており、航海中においても、３日に１回、甲

板部員によって固縛状態の点検及びターンバックルの増し締めが行われて

いたものと考えられる。 

 

 3.2.3 気象等の状況 

２.７から、本事故当時、天候は曇り、北北西方向から波高約５.０～６.０ｍの

うねり、風速約５.５～７.９m/s の北西の風が吹き、視界は良好であったものと考

えられる。 

 

3.2.4 船長の操船状況に関する解析 

  ２.１から、横揺れが大きくなった１１月３０日２１時４０分以降の船長の操船

状況については、次のとおりであった。 

 (1) 船長は、本船が北西方向からの高いうねりを正船尾方～左舷船尾方に受け

て横揺れが始まった１１月３０日２２時００分ごろ、昇橋した。 

(2) 船長は、自ら操船指揮をとることとし、２２時４７分ごろ本船の位置が予

定針路線よりも南方に離れたので、針路を一旦、約１４０°から予定針路で

ある約１２９°に戻し、横揺れの状況をうかがっていたものと考えられる。 

(3) 船長は、２３時１５分ごろ、左舷船尾方からの波高約６ｍのうねりにより、

横傾斜角が５°以上になり、その後、１０°以上になって激しくなるのを感

じ、２３時１７分ごろ、針路をどの向きにすべきかを判断する目的で、２３

時１９分ごろ、針路を１４０°とした。 

(4) 船長は、２３時２２分ごろ、更に横傾斜角が２０°付近となって激しくな



- 40 - 

るのを感じ、針路を１２０°に戻すこととし、２３時２３分ごろ、針路を 

１２０°とした。 

(5) 船長は、２３時４８分ごろ、速力約１１.３kn に減速して航行を続けたと

ころ、横傾斜角が約５°程度となり、船尾方からのうねりが夜間で暗くて見

えず、その方向は正確には把握できなかったものの、このままの針路及び速

力を保持して航行すれば、安全に航行できると判断し、同じ針路及び速力で

航行を続けたものと考えられる。 

(6) 船長は、１２月１日００時５８分ごろ、約１２０°の針路及び約１１.７

kn の速力で航行中、突然、横傾斜角が大きくなって約２５°となり、００

時５９分ごろ、針路を１５０°とする指示に続いて約１８０°まで変針した。 

（図１２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 3.2.5 航海計画の決定等に関する解析 

  ２.１、２.６及び 2.9.5 から、次のとおりであった。 

(1) 船長は、１１月１９日にＷ社から本件航海計画を受け取り、２６日１２時

００分（協定世界時）ごろに北太平洋の上で本件高波海域が発生し、その４

日後には同高波海域を通過する状況であったので、同高波海域を懸念したも

傾斜角(°) 針路(°) 

時刻 

図１２ 針路（対地針路・船首方位）、横傾斜角（２０分間の最大値）及び波との 

出会い角の推移 

  (3) (4)            (5)                                                      (6)   ※3.2.4 の時刻に対応 

本件危険範囲 

（針路）  
140 129° 140°120°                           180° 

 

 → 

波との出会い角 

40° 

35° 

30° 

25° 

20° 

 

波との出会い角の定義 

波向   

船首方位   対地針路 
船首方位 
最大横傾斜   右舷側 
最大横傾斜   左舷側 
波との出会い角 出会い角 

傾斜角 2０° 

→ → → 

60° 



- 41 - 

のの、本船が通過する頃には波が５ｍ程度になると予測し、本件航海計画を

採用することとしたものと考えられる。 

(2) 船長は、２５日、日本列島南岸を航行中、Ｗ社に対し、現在の本件航海計

画では本件高波海域に接近して危険であることを通知し、同計画を変更する

ように要求し、２６日にＷ社から受け取った変更１計画により、針路を約 

０９０°として航行したものと考えられる。 

(3)  船長は、２６日１３時００分ごろ、更に針路を約０９９°に変更し、Ｗ社に

針路の変更を報告するとともに航海計画の変更を要望したものと考えられる。 

(4) 船長は、２８日１８時５０分ごろ、Ｗ社から現在の針路を維持して航行し、

本件高波海域を避けた後、再び大圏航路で目的地に向かう変更２計画を受け

取ったものと考えられる。 

(5) 船長は、２９日、北西方向からの約５～６ｍのうねりを船尾方に受けるこ

とを懸念して再度Ｗ社に航海計画の変更を要望し、３０日、Ｗ社から変更３

計画を受け取り、同計画に従って、本件高波海域南方に向ける航路とし、速

力を増速させ、針路を約１２９°としたものと考えられる。 

(6)  船長は、風及び波の衝撃をできるだけ軽減するように船の針路及び速力を

調整するべく、本件危険範囲から左舷船尾方のうねりを外すことを考えてい

たものの、夜間でうねりの方向を視認できなかったものと考えられる。 

(7)  Ｗ社の変更３計画には、同計画の針路上に予想される波浪の情報が記載さ

れており、１２月１日００時に予想される波向が北北西（１６方位）及び波

高５.７ⅿとなっていたものと認められる。 

(8) 本船は、本事故時、上記(7)の北北西方向からのうねりを左舷船尾方から

受けており、本件参考図の番号１～６で示すと、次のとおりであったものと

考えられる。 

① １１月３０日２３時２２分ごろ、横傾斜角２０°発生時の針路は、

１３６°～１４１°であり、番号６の範囲であったものの、番号５の本件

危険範囲に近い状態であった。なお、本件参考図には番号５の状態として

“とても激しい横揺れ（パラメトリック横揺れ）”が発生するおそれがあ

る旨の記載があった。 

② １２月１日００時５９分ごろ、横傾斜角２５°～２７°発生時の針路

は、１１６°～１１５°であり、番号５の本件危険範囲に入っていた。 

(9) 船長は、Ａ社の安全管理手順書に風及び波の衝撃をできるだけ軽減するよ

うに船の針路及び速力を調整することと定められており、本件航海計画に記

載されている波浪予想等を確認し、うねりが本件危険範囲内に入らないよう

針路を大幅に変更する必要があったものと考えられる。 
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 3.2.6 航海計画へのＡ社の関与等に関する解析 

    2.1.3 及び２.６から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) 船長は、Ｗ社から送信される航海計画はＢ社の担当者にもＣＣ（複写）で

送信されており、また、船長がＷ社に返信する際にはＡ社の担当者にもＣＣ

で送信するようにしていたので、両社も本船の動静を把握しているとの認識

であった。 

(2) Ａ社は、航海計画が船長の裁量で決定されることから、同計画に懸念があ

る場合を除き、同計画への干渉をしなかった。 

(3) Ａ社は、荒天によりパラメトリック横揺れ等が予想される場合の航海計画

の決定に関し、必要に応じて船長を支援する体制を整える必要がある。 

 

 3.2.7  船体動揺に関する解析 

    2.3.2、2.5.3 及び２.８から、次のとおりであった。 

(1) 本船の姿勢センサによる横傾斜の計測値（最大値）は、２３時３９分に 

２０.０°（右舷側）となり、その後、２３時５９分～００時３９分に  

１０°以下となっていたが、００時５９分に２５.３°（左舷側）となって

いた。 

(2) 本船は、２３時３９分に横傾斜が２０.０°となり、ラッシングプログラ

ムで想定されていた最大振幅（約１６.１°）を超えたことにより、コンテ

ナの固縛金具等が損傷し、甲板上に積載していたコンテナが倒壊し、更に 

００時５９分に横傾斜が２５.３°となったことから、コンテナの倒壊等が

拡大し、コンテナ積付台等の甲板上構造物に損傷が生じたものと考えられる。   

 

3.2.8 パラメトリック横揺れの発生に関する解析 

  2.1.3、2.5.3、２.８及び２.９から、本事故時のパラメトリック横揺れの発生に

ついては、次のとおりであった。 

(1) 本事故当時、本船では、００時５９分に横傾斜の計測値が２５.３°とな

る船体動揺が発生していたのに対し、短期予測手法（通常の船体運動推定計

算）で算出された横揺れ振幅の１/１８８最大期待値は２２.９７°（表８参

照）であった。このように、本船では同手法による推定計算では算出されな

い大きな横揺れが発生していたことから、通常の船体運動とは異なる状況で

あったものと考えられる。    

(2) 本船を設計した会社が本船と同型クラスのコンテナ船を想定してＩＳコー

ドに基づきパラメトリック横揺れが発生する可能性を算出した結果と、本事

故時の本船のコンディション（喫水（平均）１４.５５ｍ及びＧＭ１.６０５
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ｍ）とを比較すると、本事故時の本船では、ＩＳコードの「レベル１」及び

「レベル２-Ｃ１」により評価した場合、パラメトリック横揺れが発生する

危険性があったものと認められる。 

(3)  “船級協会Ａのガイドライン記載のパラメトリック横揺れが発生しやすい

条件”及び“TopTier レポート記載の警戒すべき条件”と「２.８ 船体運

動の推定計算」の状態(表８の計算条件)に基づいて本事故時の状況と対比

させた結果は、表１０のとおりであった。 

 

 

① 船級協会Ａのガイドライン 

（パラメトリック横揺れが発生しやすい条件等） 
本事故当時の状況 結果 

うねりを船首及び船尾方向から受け、かつ、うねりとの出

会い周期が本船の横揺れ固有周期の１/２に近い場合 

（同ガイドラインに記載されていた横揺れ固有周期の推定式

Tr=0.8B/√GM） 

右舷船尾方からのうねりを受けていた 

（出会い周期（19.1 秒）／横揺れ固有周期

（31.9 秒）＝0.59 倍) 

おおむね当

てはまる 

船幅が５０ｍを超える大型船において、突発的に１０°を

超える横傾斜が発生した場合 

発生していた 当てはまる 

うねりの方向が、船首及び船尾方向それぞれにおいて、船

体中心線から左右６０°程度の範囲（特に約４０°の範囲

は注意が必要） 

うねりの方向約３５° 当てはまる 

船の長さの０.６倍以上に相当する波長のうねりに遭遇し

た場合は、特に注意が必要 

０.６倍以上 当てはまる 

② TopTier レポート 

（どのような場合に警戒すべきか等） 

本事故当時の状況 結果 

ＧＭが小さいことにより、船の横揺れ周期が長い場合（船

の長さが２５０ｍ以上の船で横揺れ周期が２０秒を超える

場合） 

（同レポート記載されていた横揺れ固有周期の推定式Tr=0.86B/√GM） 

２０秒を超える 

（横揺れ固有周期 34.3 秒） 

 

当てはまる 

追い波（もしくはそれに近いもの）が予想されたり、実際

に波を受けたりした場合 

右舷船尾方からのうねりを受けていた 当てはまる 

横揺れ周期が波との出会い周期の２倍(±３秒)であるとき １.７９倍(出会い周期の２倍－３.９秒) 

（横揺れ固有周期／出会い周期＝1.79倍） 

当てはまら

ない 

波長が船の長さの２/３以上の場合 範囲内 

（波長 351.15ｍ＜L364.15ｍ） 

当てはまる 

 

      対比の結果、本事故当時の状況は、多くの項目でパラメトリック横揺れが

発生しやすいとされる条件等に当てはまっていた。 

(4)  前記(1)～(3)から、本船では、左舷正船尾方からうねりを受け、横揺れが

始まった１１月３０日２１時４０分ごろから針路を大きく変えた１２月１日

００時５９分ごろまで、パラメトリック横揺れが発生しやすい状況が継続し

ていたものと考えられる。 

(5)  船長は、荒天となった際、遭遇している海象状況を適切に把握してうねり

の方向が本件危険範囲内に入らないよう針路を大幅に変更するなど、パラメ

表１０ ガイドライン等と本事故当時の状況との対比 
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トリック横揺れの発生に対して適切な回避行動をとる必要があったものと考

えられる。 

(6)  Ａ社は、パラメトリック横揺れの回避を目的とした運航ガイダンス等を作

成し、乗組員に理解させる必要がある。また、将来的には大型コンテナ船等

の同横揺れが発生しやすい船舶の運航に関わる関係者においては、動揺デー

タ等から同横揺れの発生の予兆を検出し、針路及び速力の変更等の迅速な措

置を促すシステムの開発を進めることが望まれる。 

 

3.2.9 事故発生に関する解析 

  ３.１及び 3.2.3～3.2.8 から、次のとおりであった。 

   (1)  船長は、１１月３０日２３時１９分ごろ、横揺れを軽減しようとし、本件

危険範囲から左舷船尾方のうねりを外すことを考えていたものの、夜間で

うねりの方向を視認できず、針路を約１４０°としたことから、うねりの

方向が本件危険範囲に近い針路で航行することとなり、２３時２２分ごろ

横傾斜角が２０°以上となり、ラッシングプログラムで想定されていた最

大振幅（約１６.１°）を超え、コンテナの固縛金具等が損傷し、１回目の

荷崩れが発生したものと考えられる。 

(2) 船長は、その後、横揺れが更に激しくなるのを感じて変針し、針路を約 

１２０°とした後、２３時４８分ごろ、本船の横傾斜が約５°程度に収まっ

てきたので、このままの針路及び速力を保持して航行すれば、安全に航行で

きると判断し、うねりの方向が本件危険範囲に入った状態で航行を続けたこ

とから、１２月１日００時５８分ごろ、横傾斜角が大きくなって約２５°以

上となり、２回目の荷崩れが発生したことによりコンテナの倒壊等が拡大し、

コンテナ積付台等の甲板上構造物に損傷が生じたものと考えられる。   

(3) 本船は、横揺れが始まった１１月３０日２１時４０分ごろから針路を大き

く変えた１２月１日００時５９分ごろまでの間、パラメトリック横揺れが発

生しやすい状況で航行していたものと考えられる。船長が、このような航行

をしたのは、(1)に記載したとおり、夜間で海象状態を適切に把握できな 

かったことによるものと考えられる。 

  

 

４ 原 因 
 

 本事故は、夜間、本船が、ハワイ諸島ニイハウ島西北西方沖を東南東進中、北西及

び北北西方向から約５～６ｍのうねりを左舷船尾方に受ける状況下、船長が、横揺れ
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を軽減しようとして針路約１４０°で航行したため、同うねりの方向が‘本船の正船

尾から左舷３０°～６０°に波を受ける危険範囲’に近い状態となり、横傾斜角が 

２０°以上生じ、１回目の荷崩れが発生したものと考えられる。 

 その後、本船は、船長が、横揺れが更に激しくなるのを感じて、針路を約１２０°

に変針して航行を続けたため、うねりの方向が‘本船の正船尾から左舷３０°～  

６０°に波を受ける危険範囲’に入ることとなり、横傾斜角が２５°以上生じ、２回

目の荷崩れが発生したものと考えられる。 

 本船は、荷崩れが発生したことにより、積載していたコンテナが倒壊するなどして 

コンテナ積付台等の甲板上構造物が損傷し、本事故に至ったものと考えられる。 

 船長が、針路を約１４０°とし、うねりの方向が‘本船の正船尾から左舷３０°～ 

６０°に波を受ける危険範囲’に近い状態となったのは、夜間で海象状態を適切に把

握できなかったことによるものと考えられる。 

 船長が、針路を約１２０°とし、うねりの方向が‘本船の正船尾から左舷３０°～

６０°に波を受ける危険範囲’に入ったのは、本船の横傾斜角が約５°程度に収まり、

このままの針路及び速力を保持して航行すれば、安全に航行できると判断したことに

よるものと考えられる。  

 本船は、横揺れが始まった１１月３０日２１時４０分ごろから針路を大きく変えた

１２月１日００時５９分ごろまでの間、パラメトリック横揺れが発生しやすい状況で

航行していたものと考えられる。 

 

 

５ 再発防止策 
 

 本事故は、夜間、本船が、うねりを船尾方に受ける状況下、船長が、針路約   

１４０°で航行したため、うねりの方向が本件危険範囲に近い状態となる針路で航行

することとなり、１回目の荷崩れが発生し、その後、船長が、針路約１２０°で航行

を続けたため、うねりの方向が本件危険範囲に入ることとなり、２回目の荷崩れが発

生したものと考えられる。 

 本船は、荷崩れが発生したことにより、積載していたコンテナが倒壊するなどして

コンテナ積付台等の甲板上構造物が損傷し、本事故に至ったものと考えられる。 

 本船は、パラメトリック横揺れが発生しやすい状況で航行していたものと考えられる。 

 したがって、同種事故の再発防止のため、次の措置を講じる必要がある。 

(1) Ａ社は、乗組員に対し、荒天が予想される場合、ウェザー・ルーティング 

サービスに記載されている波浪予測を確認し、波向と針路の関係を考慮した上

で、本件危険範囲内に入らないよう針路を大幅に変更するなど、パラメトリッ
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ク横揺れの発生に対する適切な回避措置について指導すること。 

(2) 船長は、予定進路上に荒天が予測される場合、早期にＡ社及びＷ社に連絡し、

貨物の状態を含めた航海計画の妥当性を協議すること。 

(3) Ａ社は、荒天によりパラメトリック横揺れ等が予想される場合の針路等の

航海計画の決定に関し、必要に応じて船長を支援する体制を整えること。 

 

５.１ 事故後に講じられた事故等防止策 

Ａ社は、Ｂ社及びＣ社等と合同で調査チームを設置し、運航船舶の安全運航を向上

させる目的で、次の措置を講じた。 

(1)  乗組員に対し、パラメトリック横揺れを含む荒天航行に関する教育を行い、

同種事故が起きないよう注意喚起した。 

(2)  ラッシング資材について、強度テストを行い、一部の資材の交換を行った。 

(3) 積付けプログラムの計算設定を以下の条件に変更した。 

・想定風速を４０m/s とした。 

・想定速力を２１kn とした。 

・プログラムを改修し、最大振幅を２２°としたときの船体強度等を算出

できるようにした。 

(4)  ラッシングプログラムの計算設定を以下の条件に変更した。 

・コンテナコーナーキャスティングの安全荷重を３００kＮから２１０kＮ

に変更した。（現在、安全荷重の再評価等を実施） 

(5)  ウェザー・ルーティングサービスの契約体系を変更し、船長と同サービス業

者との対話等を強化した。 

(6)  本船の船型に合わせた本件参考図を新たに作成した。 

(7)  荒天時、陸上から天候を継続的に監視し、船長を支援する体制を強化した。 

 

５.２ 今後必要とされる事故等防止策 

Ａ社は、引き続きパラメトリック横揺れ等の荒天が予想される場合の航海計画の

決定に関し、必要に応じて船長を支援する体制を整えること。 

運輸安全委員会は、本事故の調査結果を踏まえ、同種事故を防止するため、本報告

書の内容を周知することについて、一般社団法人日本船主協会、外国船舶協会に協力

を依頼する。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図１－１ 航行経路図（全体図） 

ハワイ諸島 
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アリューシャン列島 

事故発生場所 
（令和２年１１月３０日 ２３時２２分ごろ～ 

令和２年１２月１日 ００時５９分ごろ発生） 
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付図１－２ 航行経路図（拡大図） 

２回目の大きな横揺れ 
（令和２年１２月１日 ００時５９分ごろ発生） 
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１回目の大きな横揺れ 
（令和２年１１月３０日 ２３時２２分ごろ発生） 
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１１月３０日１２:００～１２月１日 ０２：００ 

１１月３０日 ２３:０５～１２月１日 ０１：３０ 
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付図２ 本件参考図 

- 49 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図３ 外洋波浪図 

（令和２年１１月３０日１２時００分） 

（令和２年１２月１日００時００分） 
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付図４ TopTier レポート 
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※日本船主責任相互保険組合が試訳したもの 

 （ウェブサイト https://www.piclub.or.jp/ja/news/34868） 
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